
事 務 連 絡 

令和５年１月４日 

 

 

川崎市高齢者福祉施設・介護サービス事業所 管理者様 

 

 

川崎市健康福祉局長寿社会部 

高齢者事業推進課事業者指導担当課長 

 

 

令和５年度末で経過措置期間を終了する令和３年度介護報酬改定における 

改定事項について 

 

 

 日頃から、本市高齢福祉行政に御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 令和３年度介護報酬改定における改定事項のうち、経過措置期間が設けられていた事項

（参考：令和５年１０月４日 厚労省事務連絡）につきましては、令和６年３月３１日で経

過措置が終了となる予定です。 

 当該経過措置の終了まで約３か月となりましたので、今一度貴事業所での体制を御確認

いただき、未整備の事項につきましては、速やかに御対応いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

川崎市健康福祉局長寿社会部 

高齢者事業推進課事業者指導係 

TEL：044-200-2910 

FAX：044-200-3926 
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